
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～ (元期限通り)

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

変更後工事期間

変更契約年月日

当 初 工 事 期 間

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。

１．鳥羽市水道基本計画において応急給水拠点に指定しているエクシブ鳥羽と、応急
給水栓の設置位置について改めて協議を行ったところ、計画策定時に予定していた施
設の浦村側の出入口付近に加え、市役所側の出入口付近にも設置するよう要望があっ
たことから、応急給水栓を変更増とする。
２．管路掘削範囲の一部において岩盤層が確認されたことから、岩掘削に要する費用
を変更増とする。
３．既設暗渠排水、及び給水管が管路布設の支障となるため、これら水道管の伏越に
要する費用を変更増とする。
４．土砂の処分先について、許容量の都合により当初予定していた加茂川ふれあい
パークへの搬入ができないため、堅神町521番へ変更する。
５．既設舗装厚について現地確認したところ、当初設計の想定厚（20㎝）より薄い状
況が確認されたため、舗装撤去等に要する費用を変更減とする。
６．舗装本復旧の面積について、現地精査により変更減とする。

尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

1,317,800

75,468,800

L=421.2m

L=420.8m
L=0.7m
L=0.5m
L=6.0m
N=1.0箇所
N=1.0箇所
N=1.0箇所
N=1.0式
N=1.0式
N=1.0式

代表取締役　中村　照子

安楽島町

株式会社ヨシモクスペースデザイン

令 和 7 年 9 月 24 日当初契約年月日

水道工事

変　更　契　約　調　書

三重県鳥羽市大明西町11-1

安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-1工区）

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所

施工延長

　DIP－GX布設φ300
　DIP－GX布設φ100
　DIP－GX布設φ75
　HPE布設φ75
　応急給水栓設置φ75
　急速空気弁設置φ25
　排泥管工φ100
　管路土工
　本復旧工
　仮設工

令 和 8 年 2 月 10 日

令 和 7 年 9 月 24 日

令 和 7 年 9 月 24 日

令 和 8 年 3 月 6 日

令 和 8 年 3 月 6 日

74,151,000


